
 

 

実務に関する証明書の記入方法 

「実務に関する証明書」（以下「証明書」という。）は、教員免許状の取得の際に、在職した期間の証明が

必要な場合（在職年数と修得単位による上級免許状・隣接校種免許状・特別支援学校教諭免許状等の取得、教

育実習・養護実習・栄養教育実習の単位の実務振替）に必要となります。 

１ 在職した期間等について 

 「教員免許状の取得に必要な在職期間」について証明書を作成してください。なお、複数の証明書の期間

を合算することができます。 

 在職年数と修得単位による上級免許状・隣接校種免許状・特別支援学校教諭免許状等の取得の場合は、

「基礎となる免許状」の授与年月日以後の在職期間について証明書を作成してください。 

在職年数と修得単位により取得しようとする免許状（主なも

の） 
基礎となる免許状 

上級免許状（幼・小・中・高・養護・栄養） 一種免許状 二種免許状 

隣接校種免許状（幼・小・中・高） 

幼（二種） 小（専修・一種・二種） 

小（二種） 
幼（専修・一種・二種） 

中（専修・一種・二種） 

中（二種） 
小（専修・一種・二種） 

高（専修・一種） 

高（一種） 中（専修・一種） 

特支二種 幼・小・中・高（専修・一種・二種） 

特支一種 特支二種 

 現在の勤務校で証明書の発行を受ける場合は、証明年月日までの期間を記入（証明）できます（証明年

月日の翌日以降（未来）の証明はできません）。 

 臨時的任用職員や非常勤講師で任用期間が１年未満の場合は、任用期間どおりに証明してください。 

（例）Ｐ市立のＱ中学校の在職期間が、「平成25年４月１日～平成26年３月25日」と「平成26年４月１日～平

成27年３月28日」の場合の「在職した期間」の記載方法 

正（２行に分けて記載） よくある誤り 

平成25年４月１日～平成26年３月25日 
平成25年４月１日～平成27年３月28日 

平成26年４月１日～平成27年３月28日 

⇒証明書の「在職した期間（教員等として在職した期間）」から「在職期間のうち勤務しなかつた期間

（辞令が発令された休業、休職、欠勤等を記入）」を差し引いた年月が「教員免許状の取得に必要な在職

年数」を上回っていることを確認してください。 

２ 所属長・実務証明責任者について 

 証明書は「実務証明責任者」ごとに作成（証明）が必要です（⇒次ページの一番下の吹き出しを参照）。 

証明を受けようとする勤務校 
所属長（注

１） 
実務証明責任者 

市町村

立学校 

幼、小、中、義務教育、高、中等教育、特支 

学校長 

（園長） 

市町村教育委員会（注２） 

幼保連携認定こども園 市町村長 

都道府

県立学

校 

神奈川県立学校（注３） 
神奈川県教育委員会（注２） 

（現職教員は省略可（注３）） 

その他の都道府県立学校 都道府県教育委員会（注２） 

私立学校 学校法人の理事長 

国立学校 国立大学（学）長 

（注１）所属長の証明は、現在の勤務校で証明書の発行を受ける場合に必要です。過去の勤務先の証明書の発

行を受ける場合は、実務証明責任者の証明があれば、所属長の証明は省略可能です。 

（注２）教育長ではなく、教育委員会となります。 

（注３）神奈川県立学校の現職教員が、現在の勤務校で証明書の発行を受ける場合は、所属長の証明があれ

ば、実務証明責任者（神奈川県教育委員会）の証明は省略可能です。



 

 

第２号様式（第２条、第４条－第７条、第９条の２関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

                  実 務 に 関 す る 証 明 書 

氏  名 免許 太郎  生年月日 昭和60年１月１日 

勤 務先     Ａ市立Ｚ中学校 職 教諭 

 

勤 務 先          職 在 職 し た 期 間              左の年月      担任学年      担任教科等 

Ａ市立Ｘ中学校 非常勤講師 H20年4月5日～H20年9月30日 ５月 １～３年 
国語 

週5日/週15時間 

 
  年 月 日～  年 月 日    

Ａ市立 

Ｙ特別支援学校 
教諭 H22年4月1日～H27年3月31日 ５年 

中学部 

１～３年 

国語 

知的障害者 

 
   年 月 日～  年 月 日    

Ａ市立Ｚ中学校 教諭 H27年4月1日～H29年7月10日 ２年３月 １～３年 国語 

 

   年 月 日～  年 月 日    

 

 

在職期間 

 

のうち勤 

 

務しなか 

 

つた期間 

期                 間 左の年月 
休業、休職、欠勤等の

別 
理        由 

   H25年4月1日～H27年3月31日 

  H26年4月1日     
２年 育児休業 子の育児のため 

   年 月 日～  年 月 日 
   

   年 月 日～  年 月 日    

   年 月 日～  年 月 日 
   

   年 月 日～  年 月 日    

   年 月 日～  年 月 日    

 
  上記のとおり、実務に関し良好な成績で勤務したことを証明する。 

  平成29年７月10日 

 

     所  属  長    Ａ市立Ｚ中学校長  ○○ ○○         
 

 

             実務証明責任者    Ａ市教育委員会          
 

 
備考１ 職の欄は、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師（常勤、非常勤の別）等の別を記入し、非常勤講師の場合に

あつては、担任教科等の欄に週の担当時間及び出勤日数を記入してください。 
  ２ 期間の欄は、出産休暇及び90日以内の療養のための休暇については記入しないでください。 
  ３ 左の年月の欄は、１箇月に満たない日数は切り捨ててください。 
  ４ 実務証明責任者は、大学附置の国立学校又は公立学校にあつては大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校（幼

保連携型認定こども園を除く。）にあつては所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校（幼保連携型認
定こども園に限る。）にあつては所管する地方公共団体の長、私立学校にあつては学校法人等の理事長を記入して
ください。なお、学校給食に係る共同調理場に勤務する場合にあつては、その設置者が設置する学校と同様の実務
証明責任者となります。 

  ５ 栄養教諭免許状の授与を申請する場合で、栄養の指導に関し、教育職員免許法第３条の２に規定する非常勤講師と
しての実務経験を有する場合にあつては、職の欄に「特別非常勤講師」と記入してください。 

  ６ 特別支援学校教諭専修免許状又は一種免許状の授与等を申請する場合にあつては、担任教科等の欄には、視覚障害
者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の領域又は自立教科等を記入してください。 

現在の勤務先を記載 

Ａ 市 立 

Ｚ 中 学 

校 長 印 

Ａ 市 
教 育 
委員会 

「所属長」欄の証明は、現在の勤務校

で証明書の発行を受ける場合に必要 

非常勤講師の勤務の場合は、週の勤務日数と勤務時間数を記載 

特別支援学校での勤務については、担当した学部と障害領域を記載 

辞令が発令された休業、休職、欠勤等を記載 

（休暇（年次有給休暇・産前産後休暇・療養休暇等）は記載しない） 

証明書は、「実務証明責任者」ごとに作成（証明）が必要です。 

【市町村立学校の場合】 

 Ａ市立学校の在職期間 ⇒ Ａ市教育委員会が実務証明責任者となる証明書が必要。 

 Ｂ市立学校の在職期間 ⇒ Ｂ市教育委員会が実務証明責任者となる証明書が別途必要。 

【私立学校の場合】 

 実務証明責任者（学校法人の理事長）ごとに作成（証明）が必要。 

公印（職印） 

公印（職印） 

３校とも 

Ａ市立学校 

現在の勤務校で証明書の発行を受ける場合は、証明年月日までの期間を記入（証明）でき

ます（証明年月日の翌日以降（未来）の証明はできません）。 

証明年月日 

★証明書上で修正を行う場合、修正箇所に二重線を引いて余白に正しい記載を行

い、訂正箇所に「実務証明責任者の公印」を訂正印として押してください（修正

液・修正テープ・個人名の私印での訂正は不可です）。 

Ａ 市 
教 育 
委員会 


